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北海道後志地域公共交通計画の改定について 

下記路線の事業計画変更を踏まえ、路線バスの維持・確保の方針等を下記のとおり改定する。 

記 

事業者名 系統名 事業計画等の変更の概要 実施時期 

道南バス 胆振線① 

（喜茂別町～大滝） 

当該系統を廃止し、競合する既存の

京極線①（倶知安～喜茂別）及び胆

振線（伊達～大滝）を増回する。 

令和４年 10 月１日 

※積丹線（美国～余別間系統を R5.10～廃止）及び神恵内線（大森行系統を R4.10～廃止、

残る川白行系統も R6.10～廃止予定）については、系統についての記載がないため改定不要。 

 

北海道後志地域公共交通計画の修正について 

下記のとおり修正する。 

記 

頁数 箇所 変更内容 変更の理由 

４６ 10 行目 「市町村営の公共交通は、ニセコ町の「にこっと

バス」や仁木町の「ニキバス」など」 

→「市町村営の公共交通は、市町村内の移動に利

用されるニセコ町の「にこっとバス」や市町村間

の移動にも利用される仁木町の「ニキバス」など」

に修正 

ニキバスを広域交通として捉

えていることがわかるよう追

記 

４６ 図４-１ 「胆振線（倶知安～伊達）」 

→下部に「R4.10.1 再編」を追加 

胆振線再編のため 

４６ 図 4-１ 図下部に注釈追加 

→「※1：R4.10.1～胆振線は大滝本町東団地～喜

茂別間を廃止」 

→「※2：R5.10.1～北海道中央バスに代わり、美

国～神威岬間は積丹町が「しゃこバス」を運行」 

・胆振線再編のため 
・積丹線当該系統（R5.10.1
～）及び、高速しゃこたん号
延⾧便（R6.4.1～）の廃止のた
め 
※延⾧便は春夏のみの運行の
ため、実質 R5.10.1～廃止 

４６ 図 4-１ 図下部に注釈追加 

→「※市町村営を除く」 

ニキバスを記載していない理

由を追記 

４７ 図４-２ ニキバスの追加 

→「ニキバス【４往復】」を仁木～余市間に追加 

記載漏れ 

資料３-１ 
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４７ 図４-２ 各バス路線及び JR 函館本線の便数を令和６年３

月１日時点に更新 

バス路線 

・積丹線…12 往復→9.5 往復 

・余市線…23 往復→19.5 往復 

・高速おたる号…67 往復→69 往復 

・高速いわない号…15 往復→13 往復 

・小樽線（ニ―小）…４往復→３往復 

・神恵内線…７往復→５往復 

・雷電線…６往復→４往復 

・京極線…11 往復→９往復 

・胆振線を削除 

JR 函館本線 

・JR 小樽駅発着 南小樽方面… 

 76.5 往復→75 往復＋上り 3 本 

・JR ⾧万部駅～小樽駅… 

 ・倶知安―小樽：8.5 往復→9 往復＋上り 2 本 

 ・蘭越―小樽：1.5 往復→0.5 往復 

 ・⾧万部―小樽：2.5 往復→1 往復＋下り 2 本 

 ・蘭越―倶知安：1.5 往復→2 往復 

 ・⾧万部―倶知安：2 往復→1 往復＋上り 3 本 

令和６年３月１日時点に更新 

４８ 6 ～ 7 行

目、表 

４７ページの修正を反映 ４７ページの修正を反映 

５３ 図４-７ ４７ページの再掲 ４７ページの再掲 

５４ 図４-８ 「むらバス※赤井川線【４往復】〈R3 補助：市町

村生活バス路線〉 

→「むらバス【４往復】R4.3 までは、赤井川線

〈R3 補助：市町村生活バス路線〉が運行（下記

の利用者数等は、同路線の状況） 

むらバスについて説明を補足 

５５ 表４-３ 表下部に注釈追加 

→「※路線名、運行区間は 2021（令和 3）年夏ダ

イヤ（4 月～9 月）に基づく」 

積丹線の積丹余別終点など廃

止になった系統があるため、

表の時点を明記 
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５６ 図４-９ むらバスの下部に次の文を追加 

→「R4.3 までは北海道中央バス赤井川線、R4.4 か

らは「むらバス」が運行」 

むらバスについて説明を補足 

５７ 表４-４ 表下部に注釈追加 

→「※路線名、運行区間は 2021（令和 3）年夏ダ

イヤ（4 月～9 月）に基づく」 

表の時点を明記 

５８ 図 4-10 図下部に注釈追加 

→「※R4.10.1～胆振線は大滝本町東団地～喜茂

別間を廃止」 

胆振線再編のため 

５９ 表４-５ 表下部に注釈追加 

→「※路線名、運行区間は 2021（令和 3）年夏ダ

イヤ（4 月～9 月）に基づく」 

胆振線が廃止になったため、

表の時点を明記 

６１ ２行目 「町村内の鉄道や高速バス・路線バスの空白地

域を補う生活圏交通として」 

→「町村内の鉄道や高速バス・路線バスの空白地

域を補う広域交通や生活圏交通として」に修正 

むらバス、ニキバスは広域交

通であるため 

６１ 表４-６ 表下部に注釈追加 

→「※路線名、運行区間は 2021（令和３）年８月

時点」 

アンケート調査の時点を明記 

１００ 図６-１ 図下部に注釈追加 

→「※バス路線は市町村営を除く」 

ニキバスを記載していない理

由を追記 

１０２ 図６-２ 「むらバス」→「赤井川線【市町村生活バス】」 

に修正 

当該表は R3 補助時点の内容

であるため 

１０２ 図６-２ 図下部に注釈追加 

→「※3：市町村営を除く。赤井川線は R4.4.1～

廃止。北海道中央バスに代わり、赤井川村が「む

らバス」を運行」 

ニキバスを記載していない理

由を追記、むらバスについて

説明を補足 

１０２ 図６-２ 図下部に注釈追加 

→「※4：積丹線の余別行き及び神威岬行きは

R5.10.1～廃止。北海道中央バスに代わり、美国～

神威岬間は積丹町が「しゃこバス」を運行」 

積丹線当該系統（R5.10.1～）

の廃止のため 
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１０２ 図６-２ 図下部に注釈追加 

→「※5：高速しゃこたん号の神威岬行きは R6.4.1

～廃止」 

高 速 し ゃ こ た ん 号 延 ⾧ 便

（R6.4.1～）の廃止のため 

※延⾧便は春夏のみの運行の

ため、実質 R5.10.1～廃止 

１０４ 26 行目 「鉄道や高速・路線バスの空白地域を埋める市
町村営の生活圏交通が運行されているが」 
→「鉄道や高速・路線バスの空白地域を埋める市
町村営の広域交通や生活圏交通が運行されてい
るが」に修正 

p.61 と統一 

１０５ 図６-３ 図下部に注釈追加 

→「※R4.10.1～胆振線は大滝本町東団地～喜茂

別間を廃止」 

胆振線再編のため 

１０７ 図６-４ 図下部に注釈追加 

→「※3：R4.10.1～胆振線は大滝本町東団地～喜

茂別間を廃止」 

胆振線再編のため 

１１２ 図 6-６ 図下部に注釈追加 

→「※3：神恵内線の大森行きは R4.10.1～廃止」 

神恵内線当該系統の廃止のた

め 

１３０～

１３９ ― 
事業計画書（R4～R8）と地域公共計画本体の統

合 

R5.3 策定の事業計画書と計

画本体を統合 

１３１ 表 8-1,8-2 ・確保方針から胆振線を削除 

・表の時点を「【R3 補助】」から「【R5 補助】」に

更新 

・「福井線（ニセコ～蘭越）【市町村生活バス】」 

→「福井線（ニセコ～蘭越）」 

・「京極線【地域間幹線】」 

→「京極線①【地域間幹線】」 

・「留寿都・倶知安線【地域間幹線】」 

→「留寿都・倶知安線①【地域間幹線】」 

・「島牧線（島牧～寿都）【市町村生活バス】」 

→「島牧線①島牧線②（島牧～寿都）【市町村生

活バス】」 

・「黒松内線（寿都～黒松内）【市町村生活バス】」 

→「黒松内線（寿都～黒松内）」 

・胆振線再編のため 

・時点更新 

 

・時点更新 

 

・路線番号の追記 

 

・路線番号の追記 

 

 

・路線番号を分けた表記へ修

正 

・時点更新 
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１３４ 図 8-2 p.132 表 8-2 に合わせて修正 p.132 表 8-2 に合わせて修正 

１３５ 表 ・羊諦山麓①の対象路線欄から「胆振線」を削除 

・北後志①の対象路線に「余市線」を追記 

・北後志・羊蹄山麓の対象路線欄に「ニキバス」

を追加 

・補助時点を R5 とし、補助種別及び系統名を表

8-1、8-2 と統一 

・胆振線再編のため 

・事業計画との整合のため 

・記載漏れ 

 

・時点更新 

１３７ 「 具体 的

な内容」

下から３

行目 

「生活圏交通と広域交通（JR）のアクセス性の向

上を図っている」 

→「各交通モード間のアクセス性の向上を図っ

ている」 

ニキバスを広域交通に位置付

けるため 

 

※このほか、改定に伴う目次のページ数やレイアウト上の変更等、計画の内容に影響しない

軽微な修正につきましては、今回の改定に併せて、事務局にて実施させていただきます。 


